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○

銀
行
法
施
行
令
第
十
七
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
な
い
金
融
庁
長
官
の
権
限
等
を
定
め
る
件
（
平
成
十
四
年
金
融
庁
告
示
第
三
十
五
号
）

改

正

案

現

行

第
二
条

令
第
十
七
条
の
二
の
二
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
か
ら

第
二
条

令
第
十
七
条
の
二
の
二
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
な
い
金
融
庁
長
官
の
権
限
は
、
銀
行
議
決
権
大

第
三
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
な
い
金
融
庁
長
官
の
権
限
は
、
銀
行
議
決
権
大

量
保
有
者
（
法
第
五
十
二
条
の
二
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
銀
行
議
決
権
大

量
保
有
者
（
法
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
銀
行
議
決
権
大
量
保
有

量
保
有
者
を
い
う
。
）
で
あ
る
第
一
条
の
表
の
一
の
項
の
銀
行
の
欄
に
掲
げ
る

者
を
い
う
。
）
で
あ
る
第
一
条
の
表
の
一
の
項
の
銀
行
の
欄
に
掲
げ
る
銀
行
若

銀
行
若
し
く
は
第
四
条
に
掲
げ
る
銀
行
持
株
会
社
又
は
長
期
信
用
銀
行
に
係
る

し
く
は
第
四
条
に
掲
げ
る
銀
行
持
株
会
社
又
は
長
期
信
用
銀
行
に
係
る
令
第
十

令
第
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
融
庁
長
官
の

七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
融
庁
長
官
の
権
限
と

権
限
と
す
る
。

す
る
。

第
五
条

銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
号
。
以
下
「
規
則

第
五
条

銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
号
。
以
下
「
規
則

」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
十
四
条
の
二
の
三
十
二
第
三

」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
金
融
庁
長
官
の
指

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
銀
行
は
、
第
一
条
の
表
の
一

定
す
る
銀
行
は
、
第
一
条
の
表
の
一
の
項
、
二
の
項
及
び
四
の
項
の
銀
行
の
欄

の
項
、
二
の
項
及
び
四
の
項
の
銀
行
の
欄
に
掲
げ
る
銀
行
と
す
る
。

に
掲
げ
る
銀
行
と
す
る
。


